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1.7GHz帯（東名阪以外バンド）の使用地域について 5

・周波数の割当て帯域：1.7GHz帯（東名阪以外）
※ 東名阪については、平成17年総務省告示第883号（1.7GHz帯又は２GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に
関する指針）において規定。
関東総合通信局管区内：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

東海総合通信局管区内：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県（尾鷲市、熊野市及び南牟婁郡を除く。）

近畿総合通信局管区内：滋賀県、京都府（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、北桑田郡、船井郡、天田郡、加佐郡及び与謝郡を除く。）、

大阪府、兵庫県（豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、篠山市、西脇市、多可郡、神崎郡、飾磨郡夢前町、宍粟郡、

揖保郡新宮町、佐用郡、赤穂郡及び美方郡を除く。）、奈良県（吉野郡十津川村及び下北山村を除く。）、和歌山県（御坊市、

田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡を除く。）



算定に当たっての各項目のデータについて 6

算定に当たってのデータセット

・考慮すべき事項
（第１段階）
各国のオークション結果 ： 令和２年５月時点での５Gのオークションを実施した国の結果を参照

（落札総額、割当周波数帯域・幅、免許期間）
3.4GHz帯～3.6GHz帯：10例
3.4GHz帯～3.6GHz帯以外のSub６：５例（700MHz帯、1.4GHz帯、2.6GHz帯）
ミリ波：７例

各国の購買力平価GDP ： 世界通貨基金（IMF）のWorld Economic Outlook Databaseより2019年時点の各国の
購買力平価GDPを参照。
※国によっては、2019年の数値は予測値である点に留意。

（第２段階）
周波数帯の補正 ： 令和２年５月時点での1.7GHz帯を使用している国の結果を参照。

（ただし、IMFによる購買力平価GDPの数値がない国については除外。）
使用している国数：111カ国、購買力平価GDPの合計額：966,061億ドル

終了促進措置 ： 平成30年の開設指針に規定されている最低金額：1,950億円を参照。
なお、周波数割当計画による、1.7GHz帯の公共業務用無線局の使用期限は、令和７年３月31日。

日本の経済規模： 全体の数値は、IMFが公表している数値（購買力平価GDPベース）を参照。
日本国内の地域別のGDPについては、県内総生産（名目）（平成28年度、内閣府公表）の数値を活用。
また市町村別のGDPについては、各都道府県が公表している数値を使用（一部推計値も含まれる。）















【参考】周波数の経済的価値と終了促進措置に関する整理（報告書抜粋） 13

「特定基地局開設料の標準的な金額に関する研究会報告書」 （P.23）
４．標準的な金額の算定における各事項の補正
４．２ 第二段階の補正
（５）終了促進措置

周波数の割当ての際に終了促進措置が必要となる場合については、①周波数の割当てにおいては、終了促進措置に係る費用の負担が
審査基準となることから、当該周波数を利用するには終了促進措置に係る費用負担が必要となるため、終了促進措置の額を差し引いて標
準的な金額を算定する、②周波数の経済的価値と周波数移行費用は性質が異なるが、当該周波数を利用するには終了促進措置に係る費
用負担が必要となるため、終了促進措置の額を一定程度差し引いて標準的な金額を算定する、③周波数の経済的価値と終了促進措置に
係る費用は性質が異なるため、終了促進措置の額を標準的な金額から差し引かずに標準的な金額を算定する、といった方法により補正す
ることが考えられる。

これらのメリット・デメリットとしては、①については、周波数割当てを受けた者が実際に支払う総額を考慮する一方で、異なる性質のもの
を同一に評価し差し引くこととなること、②については、異なる性質のものを同一に評価せずに、一定程度、周波数移行に係る支払額を考慮
する一方で、周波数帯によって既存免許人の数や属性、移行先周波数の状況等を踏まえると、終了促進措置に係る費用の多寡も異なるこ
とから、差し引く額の程度を一律にあらかじめ設定することが困難であること、③については、異なる性質のものを同一に評価しないこととな
る一方で、割当てを受けた者が実際に支払う額を考慮せずに算定することとなること、といった点が挙げられる。

周波数の経済的価値と終了促進措置はその性格を異にするものの、実際にその周波数を利用するには終了促進措置に係る費用負担
が必要となること、終了促進措置の実施により移行が早まり割り当てられた周波数の早期利用が可能となることなどから、終了促進措置の
費用には周波数の経済的価値が一定程度反映されていると言える。これらの点を踏まえると、終了促進措置の補正については、②の方法
によることが適当である。

その際、②の方法で終了促進措置の額から差し引く額の程度については、周波数帯によって終了促進措置に係る費用の多寡も異なるこ
とから、あらかじめ一律に設定することが困難である。したがって、開設指針を策定する際に、過去に行われた終了促進措置における支払
期間や支払額といった実績等も考慮して設定することなどが考えられる。



【論点２-③】 1.7GHz帯（東名阪以外）の日本の経済規模の補正について 14

東名阪 その他 合計

県内総生産を用いた
経済規模の割合

県内総生産合計（百万円） 372,495,648 177,370,543 549,866,191

比率 67.7％ 32,3％ 100％

単位（百万円）
府県内総生産

「東名阪以外」に該当する市町村の総生産

京都府 10,487,555 1,375,645
（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、北桑田郡、船井郡、天田郡、加佐郡及び与謝郡）

兵庫県 20,937,780
1,777,849

（豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、篠山市、西脇市、多可郡、神崎郡、飾磨郡夢前町、 宍
粟郡、揖保郡新宮町、佐用郡、赤穂郡及び美方郡）

奈良県 3,650,718 26,242
（吉野郡十津川村及び下北山村）

和歌山県 3,676,471 792,436
（御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡）

合計 38,752,524 3,972,172

最終的な
経済規模の割合

県内総生産合計（百万円） 368,523,476 181,342,715 549,866,191

比率 67.0％ 33.0％ 100％

市町村別総生産を
用いた補正

（市町村別の総生産） - 3,972,172 + 3,972,172 ±0

 1.7GHz帯（東名阪以外）では東名阪エリアは周波数の利用ができないため、経済規模の補正についても考慮する必要がある。

 内閣府や都道府県が公表している県内総生産や市町村別の総生産を用いて、全国の経済規模の33.0％に当たる
経済規模により補正するのが適当。

「一定程度」の控除の方向性（案）

（参考）市町村別総生産の修正内容の詳細



【論点２-④】標準的な金額の下限額の設定について 15

メリット デメリット

①平均値前後 ・ 全オークションの落札額を考慮できる。 ・ 大小の極端な数値も考慮してしまう。

②平均値±10％
・ 全オークションの落札額を考慮できる。

・ 平均値前後のオークション結果に左右されないため、金額の幅
を一定にすることが可能。

・ 大小の極端な数値も考慮してしまう。

③最大値・最小値を
除外した平均値前後

・ 最大値・最小値以外のオークションの落札額を考慮できる

・ 大小の極端な値をあらかじめ外すことができるため、値が安定し
やすい。

・ 全オークションの落札額を考慮した数値を考慮できない。

・ 第２、第３番目も極端な値の場合には、考慮されるサンプル数値が
少なくなるため、値が極端に上振れ（下振れ）する可能性がある。

④中央値前後
・ 大小の極端な値による影響を受けない。 ・ 必ずしも事例が多いわけではない諸外国のオークション結果をす

べて考慮した値ではない。

 一般的に、平均値は全オークションの落札額を考慮できる一方で、大小の極端な数値も考慮する。反対に、中央値は、大
小の極端な値による影響を受けないが、諸外国のオークション落札額をすべて考慮した値ではない。

 今回の場合、すべてのオークション落札額を考慮することができることから、1.7GHz帯（東名阪以外）の標準的な金額は、平
均値により示すことが適当。

下限額の設定の方向性（案）

○ 平均値等のメリット・デメリット









【論点３】 「著しく下回る金額」の設定について 19

１．辞書的な意味（広辞苑） はっきりとわかる。顕著である。

２．用例

A．「著しい」 ＝ 50％（▲50％） とする例

①固定資産の減損に係る会計基準の適用指針（平成15年10月31日企業会計基準委員会）

市場価格における固定資産の減損処理をする場合、「市場価格が著しく下落したこと」には、少なくとも市場価格が帳簿価額から
50％程度以上下落した場合が該当。

②所得税法（昭和四十年法律第三十三号）
（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）

第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する
金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るものに限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち
限定承認に係るものに限る。）

二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡（法人に対するものに限る。）
２ （略）

・所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）
（時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲）

第百六十九条 法第五十九条第一項第二号（贈与等の場合の譲渡所得等の特例）に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の
基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

・ 法令の用例を参照すると「著しい」を定量的に捉えると、概ね50％（▲50％）、70％（▲30％）、90％（▲10％）の事例が存在。

・ 「著しく下回る金額」については、①周波数の経済的な価値を反映するものではなく、周波数の割当てに当たって、
申請者が最低限負担するべき金額を示す制度的な観点から設定するものであること、②最低限負担すべき金額が高いと
参入事業者のハードルとなりうること、③競願時審査においてより周波数の経済的な価値を反映した特定基地局開設料を
示した事業者を評価することなどを考慮して、「著しく下回る金額」は、標準的な金額の50％（▲50％）に相当する金額とする
のが適当。

方向性（案）



【参考】法令による「著しい」の用例① 20

B．「著しい」 ＝ おおむね70％（▲30％） とする例

①所得税法（昭和四十年法律第三十三号）
（たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入）

第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産（事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを
含む。以下この条において同じ。）の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する
年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 贈与（相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。）又は遺贈（包括遺贈及び相続人に対する特定

遺贈を除く。） 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
二 著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと

認められる金額
２ （略）

・所得税基本通達
（著しく低い価額の対価による譲渡の意義）

40－2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39－1に定める価額のおおむね70%に
相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。
（注） 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、

その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなど
によって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うような
ときには、この規定の適用はないことに留意する。

（実質的に贈与をしたと認められる金額）
40－3 法第40条第1項第2号に規定する「実質的に贈与をしたと認められる金額」とは、同項に規定する棚卸資産の39－1に定める価額とその譲渡の

対価の額との差額に相当する金額をいうのであるが、当該棚卸資産の39－1に定める価額のおおむね70%に相当する金額からその対価の額を
控除した金額として差し支えない。

②看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）
（看護師等確保推進者の設置等）

第十二条 次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。
一 その有する看護師等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を

著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの
二 （略）

２～５ （略）

・ 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則（平成四年厚生省令第六十一号）
（看護師等確保推進者を置かなければならない病院）

第一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号。以下「法」という。）第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で
定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い
都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。



【参考】法令による「著しい」の用例② 21

（前ページから続き）

Ｃ．「著しい」 ＝ 90％（▲10％）とする例

①野菜生産出荷安定法（昭和四十一年法律第百三号）

（生産者補給交付金等の交付）
第十条 独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜

（野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。）の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体（以下「登録出荷団体」と
いう。）との間に農林水産省令で定める委託関係のある対象野菜の生産者（以下この項において「委託生産者」という。）及び機構が行う登録を
受けた対象野菜の生産者（以下「登録生産者」という。）の経営に及ぼす影響を緩和するため、その登録出荷団体に対しその委託生産者に生産者
補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。

２ 前項の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び出荷の安定を図ることを
旨として、定めるものとする。

※指定野菜価格安定対策事業として、販売した指定野菜（キャベツ、きゅうり、大根など）の平均販売価額（出荷された野菜の平均価額）が、市場平均価格
（過去６年の市場価格の平均）の90％にあたる保証基準額を下回った場合に補てんされる。

（その他）
○ 独占禁止法

不当廉売規制について、「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することで
あって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」と規定されているが、廉売商品を販売する事業者が、廉売商品を供給しなければ、
発生しない費用（仕入原価や販売費及び一般管理費等を含む。）を下回る場合には、「供給に擁する費用を著しく下回る対価」であると推定され、
「著しく」自体に定量的な基準はない。

○ WTO補助金協定（補助金及び相殺措置に関する協定）
補助金の効果として、「補助金の交付を受けた産品の価格を同一の市場における他の加盟国の同種の産品の価格よりも著しく下回らせるものであること又は
同一の市場における価格の上昇を著しく妨げ、価格を著しく押し下げ若しくは販売を著しく減少させるものである」場合には、「著しい害」に該当すると
されているが、市場価格における「著しい」の基準については、明示的に示されているものではない。
※「著しい害」には推定規定として、補助金総額が産品の価額（補助金対象の企業の販売総額）の５％を超えている場合と規定。





1.7GHz帯（東名阪以外）の終了促進措置に
関する特例事情について










